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○ 身体障害者福祉法（抄）

昭和24年12月26日

法 律 第2 8 3 号

（法の目的）

第１条 この法律は，障害者自立支援法（平成17年法律第123号）と相まって，身体障害者の自

立と社会経済活動への参加を促進するため，身体障害者を援助し，及び必要に応じて保護し，

もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

（身体障害者）

第４条 この法律において，「身体障害者」とは，別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の

者であって，都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

（身体障害者手帳）

第15条 身体に障害のある者は，都道府県知事の定める医師の診断書を添えて，その居住地（居

住地を有しないときは，その現在地）の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請すること

ができる。ただし，本人が15歳に満たないときは，その保護者（親権を行う者及び後見人をい

う。ただし，児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号又は第27条の２の規定

により里親に委託され，又は児童福祉施設に入所した児童については，当該里親又は児童福祉

施設の長とする。以下同じ。）が代わって申請するものとする。

２ 前項の規定により都道府県知事が医師を定めるときは，厚生労働大臣の定めるところに従い，

かつ，その指定にあたっては，社会福祉法第７条第１項に規定する社会福祉に関する審議会そ

の他の合議制の機関（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴かなければならない。

３ 第１項に規定する医師が，その身体に障害のある者に診断書を交付するときは，その者の障

害が別表に掲げる障害に該当するか否かについて意見書をつけなければならない。

４ 都道府県知事は，第１項の申請に基づいて審査し，その障害が別表に掲げるものに該当する

と認めたときは，申請者に身体障害者手帳を交付しなければならない。

５ 前項に規定する審査の結果，その障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたときは，都

道府県知事は，理由を附して，その旨を申請者に通知しなければならない。

６ 身体障害者手帳の交付を受けた者は，身体障害者手帳を譲渡し又は貸与してはならない。

７ 身体に障害のある15歳未満の者につき，その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合に

おいて，本人が満15歳に達したとき，又は本人が満15歳に達する以前にその保護者が保護者で

なくなったときは，身体障害者手帳の交付を受けた保護者は，すみやかにこれを本人又は新た



な保護者に引き渡さなければならない。

８ 前項の場合において，本人が満15歳に達する以前に，身体障害者手帳の交付を受けたその保

護者が死亡したときは，その者の親族又は同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するもの

は，速やかにこれを新たな保護者に引き渡さなければならない。

９ 前２項の規定により本人又は新たな保護者が身体障害者手帳の引渡しを受けたときは，その

身体障害者手帳は，本人又は新たな保護者が交付を受けたものとみなす。

10 前各項に定めるものの外，身体障害者手帳に関し必要な事項は，政令で定める。

○ 身体障害者福祉法施行令（抄）

昭和25年４月５日

政 令 第 7 8 号

（医師の指定等）

第３条 都道府県知事が法第15条第１項の規定により医師を指定しようとするときは，その医師

の同意を得なければならない。

２ 法第15条第１項の指定を受けた医師は，60日の予告期間を設けて，その指定を辞退すること

ができる。

３ 法第15条第１項の指定を受けた医師について，その職務を行わせることが不適当であると認

められる事由が生じたときは，都道府県知事は，社会福祉法第７条第１項に規定する地方社会

福祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴いて，その指定を取り消すこ

とができる。

（障害の認定）

第５条 都道府県知事は，法第15条第１項の申請があった場合において，その障害が法別表に掲

げるものに該当しないと認めるには，地方社会福祉審議会に諮問しなければならない。

２ 都道府県知事は，前項の規定により地方社会福祉審議会が調査審議を行い，なおその障害が

法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるときは，厚生労働大臣に対し，その

認定を求めなければならない。

３ 厚生労働大臣は，前項の規定による認定を求められたときは，これを疾病・障害認定審査会

に諮問するものとする。



○ 身体障害者福祉法施行規則（抄）

昭和25年４月６日

厚生省令第 1 5号

（身体障害者手帳の申請）

第２条 法第15条第１項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は，申請書に，次に掲げる書

類を添えて行うものとする。

一 法第15条第１項に規定する医師の診断書

二 法第15条第３項に規定する意見書

三 身体に障害のある者の写真

２ 前項の申請書の様式は，別表第２号のとおりとする。

３ 第１項第３号の写真の規格は，別表第３号のとおりとする。

（※別表第２号，別表第３号：略）


